
訪問看護ステーション設備整備費補助金交付要領 

 

（通則） 

第１条 訪問看護ステーション設備整備費補助金（以下「補助金」という。）については、当該年度

の予算の範囲内において交付するものとし、栃木県補助金等交付規則（昭和 36 年栃木県規則第 33

号。以下「規則」という。）に規定するもののほか、この要領の定めるところによる。 

 

（交付の対象事業） 

第２条 この補助金は、訪問看護ステーション設備整備支援事業実施要綱（以下「実施要綱」という。）

第３条に規定する事業を交付の対象とする。 

 

（交付の対象者） 

第３条 この補助金の交付の対象者（以下「補助事業者」という。）は、実施要綱第２条に規定する

補助対象者であって、かつ、次の要件を満たす者とする。 

〔新たに訪問看護ステーションを開設する場合（実施要綱第２条第１号）〕 

次の（１）及び（２）の要件をいずれも満たす者であること。 

 （１） 新たに開設する訪問看護ステーションの看護職員（保健師、看護師及び准看護師とする。

以下、同じ。）の常勤換算数が、開設時に 3.5 人以上であること。ただし、補助対象者が

医療法第７条第１項に規定する病院の開設許可を受けた者である場合を除く。 

（２） 次の（ア）又は（イ）の市町に、新たに訪問看護ステーションを開設する者であること。 

（ア） 訪問看護ステーションが未設置の市町（休止中のステーションは未設置として扱う。） 

（イ） 人口 10 万人あたりの訪問看護ステーションにおける看護職員の常勤換算数が 30 人未

満の市町 

 〔新たに訪問看護ステーションのサテライトを開設する場合（実施要綱第２条第２号）〕 

次の（１）及び（２）の要件をいずれも満たす者であること。 

（１） 新たにサテライトを開設しようとする訪問看護ステーションの看護職員の常勤換算数

が、サテライト開設時に 3.5 人以上であること。ただし、補助対象者が医療法第７条第１

項に規定する病院の開設許可を受けた者である場合を除く。 

（２） 次の（ア）又は（イ）の市町に、新たにサテライトを開設する者であること。 

（ア） 訪問看護ステーションが未設置の市町（休止中のステーションは未設置として扱う。） 

（イ） 人口 10 万人あたりの訪問看護ステーションにおける看護職員の常勤換算数が 30 人未

満の市町 

 〔新たに機能強化型訪問看護管理療養費に係る届出を行う場合（実施要綱第２条第３号）〕 

  新たに機能強化型訪問看護管理療養費１又は２に係る届出を行う者。ただし、すでに当該機能強

化型訪問看護管理療養費の届出を行っている者が、年度内に同じ機能強化型訪問看護管理療養費の

届出を行う場合又はすでに機能強化型訪問看護管理療養費１の届出を行っている者が、年度内に機

能強化型訪問看護管理療養費２の届出を行う場合を除く。 

 

（補助対象経費） 

第４条 この補助金の対象とする経費は、別表の第２欄に定める経費とする。 

 



（交付額の算定方法） 

第５条 この補助金の交付額は、次の（１）及び（２）により算出された額とする。ただし、算出さ

れた額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

（１）別表の第１欄に定める基準額と第２欄に定める対象経費の実支出額とを比較して少ない方の

額を選定する。 

（２）（１）により選定された額と交付の対象事業に要する総事業費から寄付金その他の収入額を

控除した額とを比較して少ない方の額に、別表の第３欄に定める補助率を乗じて得た額を交付

額とする。 

 

（交付の申請） 

第６条 この補助金の交付の申請は、規則の別記様式第１による交付申請書に関係書類を添えて、１

部を知事が別に定める日までに提出して行うものとする。 

 

（交付の条件） 

第７条 規則第６条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。 

（１）補助事業に要する経費の配分の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承認を

受けなければならない。 

（２）補助事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場合には、知事の承認を受けなければ

ならない。 

（３）補助事業を中止し、又は廃止する場合（一部の中止又は廃止を含む。）には、知事の承認を

受けなければならない。 

（４）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速

やかに知事に報告してその指示を受けなければならない。 

（５）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の価格が単価 30 万円以上の機械及び器具に

ついては、補助金等に係る予算の適正化に関する法律施行令（昭和 30 年政令第 255 号）第 14

条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が定める期間を経過するまで、知事の承認を受けな

いでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は

廃棄してはならない。 

（６）知事の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は

一部を県に納付させることがある。 

（７）補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても、

善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。 

 （８）補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書

類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日（補助事業の中止又は廃止の承認を

受けた場合は、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければなら

ない。 

 （９）補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費

税に係る仕入控除税額が確定した場合は、仕入控除税額報告書（別記様式第１号）により速や

かに知事に報告しなければならない。 

    なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所等）であっ

て、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所等）で消費税及び地方



消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づく報告を行うこと。 

    また、知事は当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告があった場合には、その

全部又は一部を県に納付させることがある。 

 （10）この補助金の交付と対象経費を重複して、他の補助金等の交付を受けてはならない。 

 

（軽微な変更） 

第８条 前条第１号及び第２号にいう軽微な変更とは、次に掲げる変更以外の変更を言う。 

（１） 20 パーセント以上の事業費又は事業量の変更をすること。 

（２） 補助事業者を変更すること。 

（３） 事業種目を変更し、又は廃止すること。 

 

（変更の承認又は追加交付申請） 

第９条 第７条第１号から第３号の規定に基づく知事の承認を受けようとする場合には、変更承認申

請書（別記様式第２号）に変更内容及び理由を記載した書類を添付して、１部を速やかに知事に提

出しなければならない。 

２ この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請を行う場合に

は、変更承認申請書に変更内容及び理由を記載した書類を添付して、１部を交付申請の手続きに従

い知事に提出しなければならない。 

 

（事業着手） 

第 10 条 事業の着手は原則として補助金の交付決定に基づき行うものとする。ただし、事業の効果的

な実施を図るうえで、やむを得ない事情があると知事が認める場合は、この限りでない。 

 

（実績報告） 

第 11 条 この補助金の実績報告は、規則の別記様式第２による実績報告書に関係書類を添えて、事業

の完了の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日）から起算

して１月を経過する日又は知事が別に定める日のいずれか早い日までに、１部を知事に提出するも

のとする。 

 

（補助金の請求） 

第 12 条 この補助金の交付の請求は、規則の別記様式第４による請求書に交付決定通知書の写しを添

付して、１部を知事が別に定める日までに提出して行うものとする。 

 

（その他） 

第 13 条 特別の事情により、第６条、第９条及び第１１条から前条までに定める手続によることがで

きない場合には、あらかじめ知事の承認を受けその指示に従うものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成 24 年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 改正後の要領は、平成 25 年度分の補助金から適用する。 



附 則 

 改正後の要領は、平成 26 年４月５日から適用する。 

  附 則 

 改正後の要領は、平成 27 年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 改正後の要領は、平成 29 年度分の補助金から適用する。 

附 則 

 改正後の要領は、令和元（2019）年度分の補助金から適用する。 

  附 則 

 改正後の要領は、令和２（2020）年度分の補助金から適用する。 

  附 則 

 １ この要領は、令和３（2021）年度分の補助金から適用する。 

 ２ この要領は、令和４（2022）年３月 31 日限り、その効力を失う。 

  附 則 

 １ この要領は、令和４（2022）年度分の補助金から適用する。 

 ２ この要領は、令和５（2023）年３月 31 日限り、その効力を失う。 

  附 則 

 １ この要領は、令和５（2023）年度分の補助金から適用する。 

 ２ この要領は、令和６（2024）年３月 31 日限り、その効力を失う。 

附 則 

 １ この要領は、令和６（2024）年度分の補助金から適用する。 

 ２ この要領は、令和７（2025）年３月 31 日限り、その効力を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表 

 「３ 補助率」における補助対象市町は、知事が別に定めるものとする。 

 

１ 基準額 

 

 

２ 対象経費 

 

 

３ 補助率 

 

〔新たに訪問看護ステーショ

ンを開設する場合（実施要綱

第２条第１号）〕 

当該訪問看護ステーション

が介護保険法第 41 条第１項

に基づく指定を受ける際に知

事に届け出た看護職員等（保

健師、看護師、准看護師、理

学療法士、作業療法士、言語

聴覚士とする。）の常勤換算

数に１人当たり 2,000 千円を

乗じた額。 

ただし、１ステーションあ

たり 10,000 千円を超えない

こととする。 

・訪問看護ステーションの新規開設

に必要な次に掲げる経費 

○備品購入費（設置に要する工事費

等を含む。） 

※以下の費用は補助対象外とする。 

・１品目当りの購入単価（消費税

を除く。）が 10 万円未満のもの 

・消費税額 

・自動車の購入に要する経費のう

ち登録諸費用（公租公課、保険

料等） 

・賃貸（レンタル・リース）に要

する経費 

○開設時に要した広告経費 

○その他、知事が対象経費として認

めたもの 

 

・訪問看護ステーションが未

設置の市町に該当する場合

（休止中のステーションは

未設置として扱う。） 

３／４ 

 

・人口 10 万人あたりの訪問

看護ステーションにおける

看護職員の常勤換算数が 30

人未満の市町に該当する場

合 

 １／２ 

〔新たに訪問看護ステーショ

ンのサテライトを開設する場

合（実施要綱第２条第２号）〕 

当該サテライトに勤務する

看護職員等（保健師、看護師、

准看護師、理学療法士、作業

療法士、言語聴覚士とする。）

の常勤換算数に１人当たり

2,000 千円を乗じた額。 

ただし、１サテライトあた

り 10,000 千円を超えないこ

ととする。 

・サテライトの新規開設に必要な次

に掲げる経費 

○備品購入費（設置に要する工事費

等を含む。） 

※以下の費用は補助対象外とする。 

・１品目当りの購入単価（消費税

を除く。）が 10 万円未満のもの 

・消費税額 

・自動車の購入に要する経費のう

ち登録諸費用（公租公課、保険

料等） 

・賃貸（レンタル・リース）に要

する経費 

○開設時に要した広告経費 

○その他、知事が対象経費として認

めたもの 

 

 

・訪問看護ステーションが未

設置の市町に該当する場合 

（休止中のステーションは

未設置として扱う。） 

３／４ 

 

・人口 10 万人あたりの訪問

看護ステーションにおける

看護職員の常勤換算数が 30

人未満の市町に該当する場

合 

 １／２ 



〔新たに機能強化型訪問看護

管理療養費に係る届出を行う

場合（実施要綱第２条第３

号）〕 

機能強化型訪問看護管理療

養費１又は２に係る届出を行

うにあたり、当該年度におい

て看護職員（保健師、看護師、

准看護師とする。）を増員す

る場合に、その増員する看護

職員の常勤換算数に１人当た

り 1,500 千円を乗じた額。 

ただし、１ステーションあ

たり 10,000 千円を超えない

こととする。 

・機能強化型訪問看護管理療養費に

係る届出を行うにあたり、看護職員

を増員する場合に必要となる次に掲

げる経費 

○備品購入費（施設の増設等に要す

る工事費等を含む。） 

※以下の費用は補助対象外とする。 

・１品目当りの購入単価（消費税

を除く。）が 10 万円未満のもの 

・消費税額 

・自動車の購入に要する経費のう

ち登録諸費用（公租公課、保険

料等） 

・賃貸（レンタル・リース）に要

する経費 

○広告経費 

○その他、知事が対象経費として認

めたもの 

 

・機能強化型訪問看護管理療

養費を取得している訪問看

護ステーションが未設置の

市町 

 ３／４ 

 

・機能強化型訪問看護管理療

養費を取得している訪問看

護ステーションがすでに設

置されている市町 

 １／２ 

 

 


